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第 １条  本会は海洋気象学会と称する． 

第 ２条  本会の事務局は，業務委託先である「あゆみコーポ

レーション（大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル

703A号室）」におく．また，必要と認める地に支部

を置くことができる． 

第 ３条  本会は，海洋気象及びこれに関する研究の発展をは

かり，かつその知識の普及を行うことを目的とす

る. 

第 ４条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う． 

   １． 研究会の開催． 

   ２． 機関誌，図書等の発行． 

   ３． その他本会の目的にかなうと認められる事項． 

第 ５条  本会の会員はＡ，Ｂ及び名誉会員とする．名誉会員

は，この会に対し特に功労があり，総会の議決をも

って推薦された者とする． 

第 ６条  会員は機関誌の無料配布を受ける．ただし，Ａ会員

は「海と空」，Ｂ会員は「海の気象」とする． 

第 ７条  会員は各種の会合に出席し，またその論文を機関誌

に出すことができる． 

第 ８条  Ａ・Ｂ会員は下記の会費を前納しなければならない．

既納の会費は如何なる事情があっても返却しない． 

      １．  Ａ会員 年6,000円  ，Ｂ会員 年4,500円  

   ２． Ａ会員のうち学生（大学生，大学院生，または学生

と認められる者）は，会費の半額を免除する．これ

を学生会員と称する．学生会員は年度ごとの会費納

入の際に，在学証明書又は学生証明書の写しを提出

しなければならない． 

第 ９条  新しく会員になろうとする者は所定の会費をそえ

て入会申込書を提出し，理事会の承認を受けなけれ

ばならない． 

第１０条  本会に次の役員をおく． 

       理事 若干名（内１名を理事長とする） 

       監事 ２名 

第１１条  役員は会員の互選によって選出し，その任期を３年

とする．理事長は理事の互選とする．役員に欠員を

生じた場合は，理事長が後任役員を任命することが

できる．後任役員の任期は，前任者の残り期間とす

る． 

第１２条  理事長は本会を主宰し，理事会の議長となる． 

第１３条  理事は理事会において会の運営に必要な事項を決

議する． 

第１４条  理事会は理事長がこれを召集する．ただし，構成員

の３分の１以上の出席がなければこれを開くこと

ができない． 

第１５条  監事は本会の会計を監査し，総会に報告する． 

第１６条  本会に会長をおくことができる．会長は理事会の総

意によって，これを推挙する．会長は重要事項につ

いて稟議に応ずる． 

第１７条  総会は会員をもって構成し，理事長は年１回これを

召集する．ただし，会員多数から要求があったとき，

又は理事長が必要と認めたときは臨時に総会を召

集することができる． 

第１８条  次の事項は総会の議決を経なければならない． 

① 事業計画及び予算 

② 会則の変更 

③ 事業及び決算報告 

④ 解散 

⑤ その他理事会において必要と認めた事項 

第１９条  総会及び理事会の議決は出席者の過半数による．た

だし会則の変更及び解散は出席者の３分の２の同意を

要する． 

第２０条  解散にともなう事業等の整理等については，第 13

条で定める会の運営に必要な事項とし，理事会にお

いて決議する． 

第２１条    本会の維持は会費，事業に伴う収入，寄付金その他

による． 

第２２条    本会の会計年度は４月１日から翌年３月 31日まで

とする． 

 

 

付則 

１．本会則は昭和31年10月１日から実施する． 

２．本会の円滑な運営を図るため，必要な事項を細則で定め細 

  則は理事会で定める． 



 細  則  

 

1983(昭和58).5. 7 一部改正   1998(平成10).6.16 一部改正 

1985(昭和60).6.24一部改正    1999(平成11).6.14一部改正 
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１．役員の選出は次の区分に従う．(1985(昭和60).6.24改正) 

 ①Ａ会員から選出する理事 

   イ．北海道・東北地区     ３名 

   ロ．関東・中部地区      ７名 

   ハ．近畿・中国・四国地区     １1名 

   ニ．九州・沖縄地区      ２名 

 ②Ｂ会員から選出する理事    ８名（推薦による） 

(1999(平成11).6.14改正) 

 ③Ａ会員から選出する監事        １名               

(1985(昭和60).6.24追加) 

  ④Ｂ会員から選出する監事        １名（推薦による） 

(1985(昭和60).6.24追加) 

２. 役員の選挙はすべて全有権者とする．選挙はあらかじめ常任

理事会で定められた選挙管理委員会がこれを運営する． 

(1985(昭和60).6.24改正) 

３. 役員は会員による選挙で，実行委員会の推薦する立候補者と

会員２名以上の推薦による立候補者の中から選出する．ただし，

立候補者が定数内の場合は無投票当選とする． 

４. 理事長は本会の編集，庶務，会計，運営検討の会務を分担す

るため理事の中から常任理事を指名することができる．                    

(2008(平成20).11.10追加) 

５．各種の会合に委任状は有効とする． 

６．会務を円滑に実施するため常任理事の下に次の実行委員会を

置く． 

  編集委員，庶務広報委員，運営委員，地区編集委員，運営検 

討委員                       (2008(平成20).11.10追加) 

７．会則第 21条の会計年度は２か月以内の出納整理期間を認め

る． 


